
 小中学校の教材費の会計業務につ

いてです。 

 まず、会計業務の現状についてお

尋ねします。 

 本市の中学校では、年度初めに各

教科の先生が、ドリルやワーク、資

料など、何を使うかというのを決め

ます。集金表作成や保護者からの引

き落とし、業者への支払い、あるい

は口座振替、会計事務など、その後

の仕事は全部ＰＴＡ事務の方がなさ

るとのことです。小学校ではまだま

だそこまでは行っておりません。学

級担任や会計担当の負担が大きいと

お聞きしております。学年でドリル

やワークなど、使う教材を決めて業

者に注文します。毎月幾ら集金する

か、集金表を保護者に配付します。

保護者は通帳にお金を用意しておき

ます。集金日に引き落とされ、学年

の通帳に入ります。学期末にそれぞ

れの業者に支払いをします。銀行が

手数料を取るようになったので、学

校から業者への口座振替ができなく

なったとお聞きしております。各業

者への支払金額を用意するために、

会計担当は銀行の払戻し請求書を業

者の数だけ用意します。空き時間に

銀行に行ったり、学校によっては、

事務の人が各学年の分をまとめて学

校から引き下ろしてきてくれたりし

ますので、準備が遅れてはいけませ

ん。学校に業者さんに来てもらい、

支払いをします。そして、エクセル

の決まった様式の帳簿を完成させま

す。日にちや金額を間違えてはいけ

ません。教頭や事務の監査があり、

事務共同実施監査もあり、これが大

変厳しいとのことです。お金が足り

なくて通帳から引き落としができな

い家庭もあり、学級担任がまず督促

をしないといけません。これが人間

関係を壊すもとで、教員にとっては

大変厳しく嫌な仕事です。学期末の

テストの処理や成績・通知表つけな

どでとても忙しい時期に会計の仕事

が重なります。学年に何クラスもあ

る場合はまだしも、単学級の場合は

長期休みの準備もあって大変です。

学校から業者への支払いは学校によ

って違う場合があります。現金を触

らないようにというお話も聞きまし

た。学校から業者への支払いは、各

学校どのようになっていますか。振

込の場合、手数料はどうしています

か、お尋ねします。 

 また、学年末の忙しさと重なる会

計業務についてどのように認識して

いらっしゃいますか、お尋ねしま

す。 

 次に、今後の方向性についてで

す。 

 教員の仕事は、教えることのほか

に実に様々なことがあります。ある

ときは銀行家、あるときは借金取立

て人、あるときはトラブルシュータ

ーに、あるときは裁判官、あるとき

は給食のおばちゃんなどなど、いろ

いろに例えられます。できるだけ減

らして本来の仕事に集中していただ

きたいと思います。 

 文部科学省の指針でも、教材費な

どの学校徴収金の徴収、管理、未納

者対応は、原則として学校、教師の

本来的な業務ではなく、地方公共団

体が担うべきとの考え方が示されて

います。 

 今後につきましては、本市中学校

のように、教材を決めて注文すると

ころまでは先生が行う、その後は事

務の方にお任せをする、事務の方の

処遇も改善する、この方向でいかが

でしょうか。御所見を伺います。 

○議長（田窪秀道） 答弁を求めま



す。竹林教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（竹林栄一）

（登壇） 小学校の教材費の会計業

務についてお答えいたします。 

 まず、現状についてでございま

す。 

 業者への支払いにつきましては、

現在、多くの小学校において、教材

販売業者への銀行振込により支払い

が行われています。その際の振込手

数料につきましては、教材費に振込

手数料を含めて保護者の方に御負担

をいただいておりますが、可能な範

囲で手数料が発生しない手法を取る

ことで保護者の負担軽減に努めてお

ります。 

 次に、学年末に会計業務等が重複

する現状につきましては、成績処理

や次年度の準備、また各種会計業務

が重なることで教員の負担が増える

ことは認識しており、引き続き各校

において、計画的かつ効率的な事務

の執行に取り組むよう指導してまい

ります。 

 次に、今後の方向性についてでご

ざいます。 

 会計事務につきましては、学校ご

とに教員と事務職員との役割分担に

違いがあると認識しております。今

後におきましても、特定の教職員に

負担が偏ることのないよう、好事例

を共有し、事務改善を図ることで、

教職員の働き方改革を推進してまい

ります。 

○議長（田窪秀道） 再質問はあり

ませんか。井谷幸恵議員。 

○８番（井谷幸恵）（登壇） 御答

弁ありがとうございます。 

 一番大きなネックとなることは何

でしょうか、お尋ねします。 

○議長（田窪秀道） 答弁を求めま

す。竹林教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（竹林栄一）

（登壇） 井谷議員さんからの再質

問にお答えいたします。 

 教員が事務を手放すネックとなっ

ているものは何かということなんで

すけれども、教材の選定、そういっ

たものについては教員の方の仕事で

はないかと思っております。これ以

外につきましても、校納金というも

のは様々な種類のものがありまし

て、いろんな性質のものがございま

す。そういったものについて、どれ

が負担軽減になるものになっている

のか、まずは一つ一つ調査してまい

りたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（田窪秀道） 再質問はあり

ませんか。井谷幸恵議員。 

○８番（井谷幸恵）（登壇） 新居

浜市の全小中学校に配置されており

ますスクール・サポート・スタッフ

という方がいらっしゃいまして、印

刷だとか資料の準備など、教員のお

手伝いをしてくださっております。

どの学校に行っても、先生方からは

このスクール・サポート・スタッフ

について、めっちゃ助かっていると

いうふうな喜びの声を聞きます。会

計の仕事も教員の手から離れると本

当に喜んでもらえると思います。子

供にとってもうれしいことです。 

 全日本教職員組合の調査によりま

すと、学校の教員は、１日平均11時

間近く学校にいて、平日の休憩時間

は平均で僅か10.1分、小学校に限れ

ば4.1分だと言われております。授

業の準備をはじめとする教員として

どうしてもやらなくてはならない仕

事の多くは、退勤時間が過ぎてから

ようやく取りかかるという実態があ

ります。ぜひ会計業務をはじめ、学

校において先生たちの仕事で減らせ



るものは減らしていくなど、学校の

環境の改善を強く求めて終わりま

す。 

 


